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計画実現に向けた基本理念・基本方針 第3 章 

第 1節 基本理念 

マンションの管理の主体は、区分所有者等で構成される管理組合です。管理組合は区分所有者等の意見

が十分に反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な管理運営を行っていく必要があります。 

しかし、既に述べたように、マンションは戸建て住宅に比べ管理に特殊な面があり、また、様々な解決す

べき課題があります。 

そこで、管理組合が自主的に自立して管理運営を行う前提のうえで、関係団体と行政が関わり連携しマ

ンションの管理適正化の推進を実現することを目的とし、本計画の基本理念を掲げました。

第２節 3つの基本方針 

第１節で掲げた基本理念の実現に向けて、本市では３つの基本方針を定めます。 

基本方針Ⅰ  実態の把握 

  基本理念の実現に向けて効果的に施策を展開するには、管理組合が何に困っているの

か、求めているものは何であるのかなどの問題点やニーズを把握することが重要です。 

 そのために、管理の主体である管理組合と本市、関係団体と本市のネットワークを構築

し、ネットワークを活用した調査を行い、より詳細な実態の把握に努めます。 

基本方針Ⅱ 管理運営に対する意識の向上 

 基本理念を実現するために、管理組合は管理運営に対する当事者意識、危機意識をもち

主体的に管理運営に臨む必要があります。 

そのために、管理組合が管理運営の知識を習得することと、管理運営の円滑化のための

コミュニティの形成に資することに努めます。

基本方針Ⅲ 管理適正化の促進 

基本理念を実現するために、「実態の把握」と「意識の向上」に努めたうえで、より効果的

な施策の展開を行うことが重要です。 

そのために、専門的知識をもつ専門家等や関係団体との連携、管理組合ごとの効果的

な支援、及び、法に基づく認定制度の整備を行い管理適正化の促進を図ります。 

第１節 基本理念 

第２節 3つの基本方針 

～管理組合、関係団体、行政の連携で進める～ 

「管理組合の自主自立によるマンション管理適正化の実現」
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第３章 施策の展開 

第４章では、基本方針ごとに熊本市が取組む施策について具体

的に展開し、成果指標を定めます。 

管理適正化に向けた施策の展開 
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第 2節 基本方針Ⅰ 実態の把握 第4 章 

施策の方向性Ⅰ-2 関係団体と熊本市のネットワークの構築 

マンションを適性に管理するためには、マンション管理士や弁護士及び行政書士など様々な分野の専門

家等の知識を活かすことが重要です。 

関係団体と連携したマンション管理セミナーの開催や意見交換会、（一社）熊本県マンション管理士会の

相談会の後援等を行ってきました。 

専門的な知識を持ち活動を行っている関係団体と本市のネットワークの構築を図ります。 

 具体的施策 3 関係団体への連携の呼びかけ 

  関係団体に対し、それぞれの団体が連携、協働し管理組合を支援していくことの重要性を周知します。 

 具体的施策 4    関係団体の情報共有や意見交換の場の設置  

  各関係団体と本市が一同に会する連絡会議などの場を設け、本市を含めた各関係団体間での情報共 

有や意見交換を定期的に行うことができる体制の構築を目指します。 

 具体的施策 5  支援団体設立 

管理組合に対する支援体制が構築された、専門家等や関係団体による支援団体の設立を促進します。 

【支援団体のイメージ】 

これまでの取組 

今後の取組 

所属する団体の専門分野 

・マンション管理

・建築

・不動産

・金融

・税務

・法務

・福祉

・その他

管理組合 熊本市 

相談・アドバイス 

啓発・情報提供 

連携 
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第 3節 基本方針Ⅱ 管理運営に対する意識の向上 第4 章 

第 3節 基本方針Ⅱ 管理運営に対する意識の向上 

施策の方向性Ⅱ-1 意識向上を目指した啓発活動の実施 

自主自立の管理適正化の推進の実現にむけて、管理の主体となる管理組合が当事者意識及び危機意識

を持ち、管理運営を行うことが重要です。 

管理組合へのマンション管理支援通信の送付や管理啓発パンフレットの作成などを行い、管理組合の管

理運営に対する意識向上を目指した啓発を図りました。 

管理組合、関係団体とのネットワークを活用し、管理組合の管理運営に対する意識向上を目指すとともに、

購入予定者への啓発活動を図ります。 

 具体的施策 9  管理組合への啓発活動の実施 

関係団体へ意見聴取を行ったうえで、知識の習得や情報の収集に効果的なパンフレット等を作成し、マン

ション管理支援通信などのかたちで管理組合へ送付を行います。

 具体的施策 10  マンション購入予定者等への啓発活動の実施

マンション購入予定者等が購入時から管理運営について知識をもつことは、管理組合の管理運営に対す

る意識の向上に繋がります。よって、購入予定者向けのセミナー開催や動画の配信等を行います。 

これまでの取組 

今後の取組 

マンション管理支援通信

第 3節 基本方針Ⅱ 管理運営に対する意識の向上 

チラシ
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第 3節 基本方針Ⅱ 管理運営に対する意識の向上 第4 章 

施策の方向性Ⅱ-3  円滑な合意形成に向けたコミュニティ形成の促進 
区分所有者間の合意形成を円滑に行うために、管理組合内の良好なコミュニティを形成しておく必要が

あります。 

また、住環境を充実させるためにも地域の一員として美化活動や防犯活動を連携して行うことが必要で

す。日常から連携を行うことで災害時の地域と連携した円滑な復興にもつながっていきます。 

管理組合に対し、リーフレット作成などを行い、コミュニティ形成の重要性を周知してきました。 

まちづくり担当部署等と連携しコミュニティ形成の促進を行います。 

 具体的施策 14 管理組合のコミュニティ形成の促進 

  管理組合に対して、マンション管理通信やリーフレットによりコミュニティ形成の重要性について周知を

行います。 

これまでの取組 

今後の取組 

コミュニティ形成に向けたリーフレット
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第 4節 基本方針Ⅲ 管理適正化の促進 第4 章 

 

 

第 4節 基本方針Ⅲ 管理適正化の促進本方針Ⅰ 

施策の方向性Ⅲ-1 管理適正化に向けた相談体制の充実 

マンションの管理運営は専門家等への相談も有効です。

関係団体と連携したマンション管理セミナーの開催、（一社）熊本県マンション管理士会の相談会の後援、

及び、管理組合からの申請に基づきマンション管理士派遣を行ってきました。 

関係団体と構築したネットワークを活用し、相談体制の充実を図ります。 

 具体的施策 16 支援団体による相談窓口の構築 

  管理組合に対する支援体制が構築された支援団体の設立を目指し、それにより管理組合からの相談を

ワンストップで受けることができる体制の構築を目指します。

 具体的施策 17 専門家等の助力 

  相談があった管理組合に対し、マンション管理士だけでなく様々な専門家等が活用できる体制の構築を

目指します。 

施策の方向性Ⅲ-2 管理状況に合わせた効果的な支援の実施 

マンションの管理状況は築年数や管理形態、管理組合員の意思などにより様々です。それらの様々な管

理状況に応じた効果的な支援を行うことが重要です。 

管理組合からの申請に基づきマンション管理士派遣や管理規約整備の補助を行ってきました。 

基本方針Ⅰに基づき把握した管理組合の管理状況に応じた効果的な支援を行います。 

 具体的施策 18 管理組合のニーズに応じた支援の実施 

管理組合のニーズに応じた支援を行う体制の構築を目指します。 

管理組合 

管理組合  

現在の相談体制 

 ②相談先の紹介

目指す相談体制 

これまでの取組 

今後の取組 

連携 

これまでの取組 

今後の取組 

第４節 基本方針Ⅲ 管理適正化の促進 

熊本市 

関係団体  熊本市 

①相談

支援団体 
ワンストップの窓口

①相談

関係団体 
②アドバイス等
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第 4節 基本方針Ⅲ 管理適正化の促進 第4 章 
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